
広報にしはら　No.482  H24.4.1 1�広報にしはら　No.482  H24.4.11�

あがりティーダウォーキングあがりティーダウォーキング

6月から10月はナイトウォークを開催! 仕事終わりに一汗流しませんか?

４月は転勤および就職、入学等により住所を移す方が多くなります。忘れずに住民票の異動の届出を行いましょう！

○○市　→　西原町へ

西原町　→　○○市へ

西原町字上原○○番地

↓

西原町字幸地○○番地

◎転出証明書
　（前住所地で発行された証明書）
◎届出人の本人確認ができるもの
　（運転免許証・健康保険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）
◎届出人の本人確認ができるもの
　（運転免許証・健康保険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）
◎届出人の本人確認ができるもの
　（運転免許証・健康険証等）
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎世帯の一部の方が転居する場合は、本人
　からの委任状　
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

お問い合わせ ： 福祉部福祉課　☎945-5311（内線121 .123）

ご
注
意
!

災害時の避難に不安のある方は、災害時要援護者台帳への登録を。災害時の避難に不安のある方は、災害時要援護者台帳への登録を。
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